
 

資料提供(投げ込み) 令和３年９月２１日（火） 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 危機管理課 

（電話０５９－２２９－３２８１） 

危機管理課長 

出口 真也 

 
新型コロナウイルス感染症対策 

９月２１日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１１０回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１１０回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ ９月１０日及び９月１７日、市長メッセージの発信について報告（危機

管理部） 

   市長が、令和３年９月１０日（金）及び同月１７日（金）、市民の皆様

に向けて、新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ(44)及び

(45)を発信しました。 

 

 ⑵ 津市立津みどりの森こども園における新型コロナウイルス感染症患者の

発生について報告（こども政策担当） 

   令和３年９月１１日（土）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ１４０３９例目）が、当該こども園の園

児であることが判明しました。 

このことを受け、当該こども園内での当該園児との濃厚接触者として１

７名（園児１５名、職員２名）が三重県津保健所により特定されたことか

ら、健康観察が実施されています。 

当該こども園は、三重県津保健所からの指導に基づき施設の消毒を実施

しましたが、利用者の安全確保及び感染拡大防止に万全を期すため、同月

１１日（土）から同月２１日（火）まで、全園児を対象に臨時休園としま

した。 

   このことについては、同月１１日（土）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めます。 

 

 ⑶ 白塚愛児園における新型コロナウイルス感染症患者の発生について報告

（こども政策担当） 

   令和３年９月１９日（日）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ１４４２２例目）が、当該保育所の職員

であることが判明しました。 



このことを受け、当該保育所内での当該職員との濃厚接触者として園児

２３名が三重県津保健所により特定されたことから、健康観察が実施され

ています。 

当該保育所は、三重県津保健所からの指導に基づき施設の消毒を実施し

ましたが、利用者の安全確保及び感染拡大防止に万全を期すため、同月２

１日（火）から同年１０月１日（金）まで、全園児を対象に臨時休園とな

ります。 

   このことについては、９月１９日（日）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めます。 

 

 ⑷ 幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園における新型コロナウイルス感

染症患者の発生について報告（こども政策担当） 

   令和３年９月１９日（日）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ１４４３３例目）が、当該こども園の園

児であることが判明しました。 

このことを受け、当該こども園内での当該園児との濃厚接触者として３

９名（園児３６名、職員３名）が三重県津保健所により特定されたことか

ら、健康観察が実施されています。 

当該こども園は、三重県津保健所からの指導に基づき施設の消毒を実施

しましたが、利用者の安全確保及び感染拡大防止に万全を期すため、同月

２１日（火）から同月２９日（水）まで、全園児を対象に臨時休園となり

ます。 

   このことについては、同月１９日（日）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めます。 

 

 ⑸ 津市立小中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生について

報告（教育委員会） 



   令和３年９月１１日（土）から１８日（土）までの間における新型コロ

ナウイルス感染症患者の発生状況については以下のとおりでした。 

９月１１日（土）、津市立敬和小学校の児童１名、津市立西が丘小学校

の児童１名及び津市立南が丘小学校の児童１名の計３名が、新型コロナウ

イルスに係る検査を受けたところ、当該検査の結果がいずれも陽性である

ことが判明しました。 

同月１２日（日）、津市立藤水小学校の児童１名及び津市立香良洲小学

校の児童１名の計２名が、新型コロナウイルスに係る検査を受けたところ、

当該検査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

同月１３日（月）、津市立高野尾小学校の児童１名及び津市立豊里中学

校の生徒２名の計３名が、新型コロナウイルスに係る検査を受けたところ、

当該検査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

同月１４日（火）、津市立成美小学校の教職員１名が、新型コロナウイ

ルスに係る検査を受けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明

しました。 

同月１５日（水）、津市立藤水小学校の児童１名が、新型コロナウイル

スに係る検査を受けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明し

ました。 

同月１６日（木）、津市立芸濃中学校の生徒１名が、新型コロナウイル

スに係る検査を受けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明し

ました。 

同月１７日（金）、津市立久居東中学校の生徒１名が、新型コロナウイ

ルスに係る検査を受けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明

しました。 

同月１８日（土）、津市立高茶屋小学校の児童１名、津市立高野尾小学

校の児童１名及び津市立成美小学校の児童１名の計３名が、新型コロナウ

イルスに係る検査を受けたところ、当該検査の結果がいずれも陽性である

ことが判明しました。 

三重県津保健所により、それぞれの小学校及び中学校における濃厚接触

者等はいないことが確認されました。 

それぞれの小学校及び中学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、

検温等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきま

す。 



また、それぞれの小学校及び中学校の保護者に向けて、児童生徒及び教

職員が新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、陽性であるこ

とが判明したことや、今後の対応についてお知らせするとともに、誹謗中

傷や情報の不用意な拡散等がないよう、それぞれの小学校及び中学校から、

緊急メール配信等にてご理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、市において市議会への報告を行うとともに市政記

者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を行いました。 

 

 ⑹ 令和３年９月２７日以降の津市立小学校等の対応について報告（教育委

員会） 

  ① 概要 

令和３年８月２７日（金）から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言の対象地域に三重県が追加されたことを受け、津市立小中学校及び義

務教育学校並びに津市立幼稚園では、教育活動等において当該宣言を踏

まえた対応を行っていますが、緊急事態宣言の解除が考えられること及

び本市における感染状況に改善傾向が見られることから、９月２７日

（月）以降の対応を次のとおりとすることを決定しました。 

② 津市立小中学校及び義務教育学校の対応 

令和３年９月２７日（月）から、原則として平常日課による授業等を

実施します。 

なお、同日から同月３０日（木）までの緊急事態宣言が発出されてい

る期間は、感染症対策と健康管理を徹底し、学校行事、部活動について

は、これまでどおりの対応とします。 

③ 津市立幼稚園の対応 

令和３年９月２７日（月）から、原則として平常保育を実施します。 

なお、同日から同月３０日（木）までの緊急事態宣言が発出されてい

る期間は、感染症対策と健康管理の徹底について、これまでどおりの対

応とします。 

④ 感染症対策の徹底 

令和３年１０月１日（金）以降も引き続き感染症対策を徹底すること

とし、次のとおりの措置を継続して実施します。 

ア 文部科学省が示す、学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアルに基づき、マスクの着用や手洗いの励行、換気、



毎日の検温やバランスの取れた食事、十分な睡眠等、基本的な感染症

対策の徹底を行うとともに、授業や行事、登下校時における身体的距

離を確保し、大声での発声をしないなど、校内及び園内での対策を徹

底します。 

イ 登校時の検温結果（健康観察カード等）の確認及び目視や聞き取り

等による健康状態の把握を徹底します。また、児童、生徒及び園児に

発熱があった場合だけでなく同居の家族が体調不良の場合にも登校等

を控えるよう保護者に対して促すこととします。 

⑤ 教育活動 

令和３年９月３０日（木）に緊急事態宣言が解除された場合、１０月

１日（金）以降の教育活動については、次のとおりの対応とします。 

ア 感染リスクの高い学習活動への対応 

当該衛生管理マニュアルに基づき、グループワーク、理科におけ

る実験等の感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動は、

学習場所の工夫、換気の徹底、身体的距離の確保、手洗いの励行等、

可能な限り感染及び拡大のリスクを低減させた上で、リスクの低い

活動から徐々に実施することとします。 

イ 学校行事への対応 

（ア） 修学旅行、遠足、現場学習等 

修学旅行、遠足、現場学習等については、緊急事態宣言やまん

延防止等重点措置等の宣言が発令されている地域（まん延防止等

重点措置については、重点措置を講じる区域）や他の地域からの

移動自粛が要請されている地域への訪問を避け、宿泊施設や移動

において可能な限り一般客等と混同しないなどの感染症対策を講

じた上で実施できることとします。 

なお、実施に当たっては、保護者への理解及び必要な協力を得

るとともに、自主的判断や家族の状況等により参加を取りやめる

児童生徒がいる場合には、当該児童生徒の心のケアに努めるとと

もに、代替となる学習や活動について配慮することとします。 

（イ） 運動会、体育祭等 

実施方法及び実施内容について検討し、可能な限り感染及び拡

大のリスクを低減した上で、実施できることとします。ただし、

児童生徒が密集する運動、近距離で組み合ったり接触したりする



運動等、感染対策を講じてもなお、感染のリスクが高い活動及び

種目については、学校の規模や実情、地域の感染状況などを踏ま

え、実施について慎重に検討することとします。 

（ウ） 部活動への対応 

県内での活動に限り実施できることとします。ただし、三重県

にまん延防止等重点措置が適用されている場合は、津市内のみの

活動とし、津市が重点措置を講じる区域に指定されている場合は、

自校のみの活動とします。 

（エ） 保護者等、一定の人数が来校する場合の対応 

授業参観、進路説明会、講演会等一定の人数が来校するような

活動は、換気の徹底、身体的距離の確保、消毒液の設置などこれ

までの感染症対策に加え、来校者の制限、実施時間の分散等、可

能な限り感染及び拡大のリスクを低減させた上で実施できること

とします。 

このことについては、同月１７日（金）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 



以下会議資料 
 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１１０回） 

 

令和３年９月２１日（火） 

午後５時００分～     

津リージョンプラザ３階  

リハーサル室       

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年９月１０日から９月２０日までの三重県津保健所管内及び三

重県内における感染症患者の発生について報告（健康医療担当） 

 ⑵ 国・三重県の状況について報告（危機管理部） 

 

２ 報告事項 

 ⑴ ９月１０日及び９月１７日、市長メッセージの発信について報告（危

機管理部） 

 ⑵ 津市立津みどりの森こども園における新型コロナウイルス感染症患者

の発生について報告（こども政策担当） 

 ⑶ 白塚愛児園における新型コロナウイルス感染症患者の発生について報

告（こども政策担当） 

 ⑷ 幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園における新型コロナウイルス

感染症患者の発生について報告（こども政策担当） 

 ⑸ 津市立小中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生につい

て報告（教育委員会） 

 ⑹ 令和３年９月２７日以降の津市立小学校等の対応について報告（教育

委員会） 

 

３ その他 

 ⑴ 市内事業者からの発表について報告（危機管理部） 
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